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要支援１・２
または要介護 １の方には

生活の安全性をあげ、社会
参加や役割が獲得できるよう
に、家事練習などの指導、外
出訓練、地域のサロンなど社
会参加を促す活動の支援。自
宅でできる自主トレーニング
の指導など。

介護保険を申請していただき、ケアマネージャー
にご相談ください。ケアマネージャーを通じて、
当院に依頼していただけます。

介護保険と医療保険とどちらも対応いたします。定期
的な医師の往診が必要です。

本体事業所より東近江市、愛知郡、犬上郡（多賀
町・甲良町・豊郷町）、サテライト事業所より彦根
市を中心に訪問しております。蒲生郡（日野町）、
米原市、長浜市、近江八幡市方面についても、ご相
談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

対象者は?

訪問範囲は?

どこに相談すればいいの?

介護保険では、例えば負担割合が1割の場合、本体
事業所からの訪問１日40分間で要支援は613円、要
介護は635円（サービス提供体制加算含む）、病院
等を退院されて３ヵ月以内の方は、204円/日が加算
され、要支援は817円/日、要介護は839円/日とな
ります。【要介護の方は、別途移行支援加算（18円/
日）・ﾘﾊﾏﾈ加算①・③（453円/月）が加算されるこ
とがあります。】医療保険対象の方については、各
負担割合に応じて負担していただきます。交通費
は、当院で負担させていただきます。
(2024年6月1日現在)

費用は?
要介護 ２ の方には

日常の生活自立度があがる
ように、日常のさまざまな動
作の方法指導や外出練習住宅
改修の指導、福祉用具のアド
バイスなど生活範囲の拡大・
社会参加を促す活動の支援。
自宅での自主トレーニング指
導など。

要介護 ３ の方には

日常の生活自立度があがる
ように、基本的な機能（関
節、筋力等）や動作（特に排
泄、乗り移りなど）の訓練、
他スタッフとの連携（他のケ
アスタッフへのリハプログ
ラムの作成）、生活をいきい
きと活性化できる趣味活動を
一緒に。認知症予防への働き
かけなど。

日常の生活自立度があがるよう
に、基本的な機能（関節・筋力
等）や生活動作の訓練（寝返り、
起き上がり、食事など）。各生活
動作の方法を工夫し介助負担を軽
減、コミュニケーションや乗り移りな
ど介護方法（潜在能力を生かす介
護）の指導、他スタッフとの連
携、座位活動を広げる（座ること
の工夫、作業活動の提案）など。

要介護 ４ の方には

介護負担の軽減、基本機能
訓練(車いす座位へのチャレ
ンジや生命機能の強化)、臥
位・ベッド座位姿勢を良好
に。心肺の機能、嚥下への関
わり、認知症対応、本人家族
への心理的支持、外出や生活
を広げる活動への支援など。

要介護 5 の方には



医療法人恒仁会 近江温泉病院理念・基本方針

理 念

・人にやさしい病院

・高齢社会の新しい安心づくり

基 本 方 針

 私たちは、患者さん・利用者さん・ご家族の想いと意思を尊重します。

 私たちは、地域のニーズと信頼にこたえ、『安心』『満足』を提供します。

 私たちは、思いやりを込めた医療と介護サービスを提供します。

 私たちは、常に責任感と向上心をもった人材を育成します。

 私たちは、働きがいのある職場をつくります。

総合リハビリテーションセンター理念・基本方針

理 念

障害のある人々や高齢者及びその家族が、住み慣れたところで、そこに住む

人々と共に一生涯安全に生き生きとした生活が送れるように、その生活にかか

わるあらゆる人々や機関・組織と、リハビリテーションの立場から協力し合

い、ノーマライゼーションの達成に取り組みます。

基 本 方 針

1. 地域の医療機関と良好な連携をとり、発症から在宅までの一貫した流れの中で、

より早く、積極的な、効率的な回復期そして維持期のリハビリテーションを遂

行します。

2. 総合リハビリテーション施設として、 各専門職種間の連携をとりあい、 綿

密な計画に基づき日々変化するADLそしてＱＯＬ支援を中心としたチーム

アプローチを実践し質の高いリハビリテーションを遂行します。

3. 訪問リハビリテーションや退院後の継続的リハビリテーション・ 住環境整

備の相談・介護者への指導援助などのリハビリテーションサービスを提供し

ます。

4. 患者・ 利用者そして地域のサービス機関より選ばれる、リハビリテーショ

ン施設をめざし努力いたします。

医療法人 恒仁会 近江温泉病院

〒527-0145

滋賀県東近江市北坂町966
ＴＥＬ ０７４９-４６-１１２５（代）

FAX ０７４９-４６-０２６５
ＨＰ http://www.oumi-hp.or.jp

私たちは資格取得のために、日々学習を重ねていま

す。

 認定訪問療法士

 介護支援専門員

 認定理学療法士（地域理学療法）

 福祉用具プランナー

 福祉住環境コーディネーター などなど…

これらの資格を有したスタッフとの連携により、

様々な視点から生活を支援します。

｢私たちは努力努力努力を惜しみません！｣


